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４
月
１
日
（
土
）
か

ら
、
市
内
全
域
の
家
庭

ご
み
の
出
し
方
を
、
４

分
別
（
も
や
す
ご
み
、

も
や
さ
な
い
ご
み
、
資

源
化
ご
み
、大
型
ご
み
）

に
統
一
し
ま
す
。
も
や

す
ご
み
は
、
可
燃
ご
み

処
理
券
の
貼
付
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
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み
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統
一
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ま
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も
や

す
ご
み
は
、
可
燃
ご
み

処
理
券
の
貼
付
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

４
月
か
ら
使
用
す
る
無
料
可
燃
ご
み
処

理
券
（
オ
レ
ン
ジ
色
）
を
、
22
日
（
水
）
か

ら
３
月
末
ま
で
に
、
送
付
し
ま
す
。
年
間

配
布
枚
数
は
、
１
月
１
日
現
在
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
世
帯
構
成
人

数
で
計
算
し
ま
す
。

１
月
２
日
以
降
に
市
外
か
ら
転
入
、
新

し
く
世
帯
を
つ
く
っ
た
人
な
ど
、
世
帯
構
成

が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
順
次
送
付
し
ま
す
。

■
対
象
に
な
ら
な
い
人

実
際
に
市
内
に
住
ん
で
い
て
も
、
住
民

登
録
を
し
て
い
な
い
と
配
布
の
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

ま
た
こ
の
制
度
は
、
一
般
家
庭
を
対
象

と
し
て
い
ま
す
の
で
、
老
人
ホ
ー
ム
、
病

院
な
ど
で
住
民
登
録
を
し
て
い
る
人
は
配

布
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
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も
や
す
ご
み
の
指
定
袋
制
度
は
、

今
年
３
月
末
で
廃
止
と
な
り
ま
す
。

今
後
の
使
用
量
を
考
え
て
購
入
し
て

く
だ
さ
い
。

※
指
定
袋
は
、
６
月
30
日
（
金
）
ま
で

は
、
可
燃
ご
み
処
理
券
の
代
わ
り
に

使
用
で
き
ま
す
。

※
７
月
３
日
（
月
）
〜
31
日
（
月
）（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）
ま
で
は
、
無
料
可

燃
ご
み
処
理
券
と
交
換
し
ま
す
。
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無料可燃ごみ処
理券

この法律（浄化槽法）は、トイレや台所、風呂

などの排水を処理する浄化槽が、きちんと働き、

川や海などの水質を保全するための法律です。

【主な改正点】

¡浄化槽からの放流水に水質基準を新設します。

¡放流水の水質検査などの法定検査を受けてもら

うため、維持管理に対する県の指導・監督権限

を強化します。

¡浄化槽の使用を終了したときには、廃止届けの

提出が義務づけられます。

浄化槽についての情報は、県の環境情報ホーム
ページ「エコひろしま」へ
http://www.pref.hiroshima.jp/eco/i/i_index.htm

問い合わせ先 尾三地域事務所　環境管理課

（10848^42322）
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HP

ごみステーションへごみステーションへ�ごみステーションへ�

もやすごみ�

ごみ処理券�

ごみの減量化にご協力を�

無料可燃ごみ処理券�
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで有効�

三原市�
＊このシールは全て再生紙を�
　使用しています。�

袋
な
ど
に
ご
み
処
理

券
を
１
枚
貼
っ
て
出

し
て
く
だ
さ
い
。

【
も
や
す
ご
み
の
出
し
方
】

■
年
間
配
布
枚
数

世帯人数
年間配布
枚　　数

１　　人 50枚

２　　人 60枚

３　　人 70枚

４　　人 80枚

５　　人 90枚

６人以上 100枚


